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 この「企画提案審査要領」（以下「審査要領」という。）は、岩手県（以下「県」という。）

が実施する「令和８年度南いわて出会い創出事業」（以下「本業務」という。）に係る受託候

補者を選定するために行う企画提案の審査について、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 審査機関 

 (1) 本業務に係る企画提案の審査は、企画提案選考委員会（以下「委員会」という。）にお

いて実施するものとする。 

 (2) 委員会は、企画コンペ参加者（以下「参加者」という。）から提出された企画提案書等

について、別途定める審査基準に基づき、審査を行うものとする。 

 

２ 審査項目及び配点 

  審査項目等は次のとおりとする。 

審査内容 審査項目 審 査 基 準 配点 

事業目的 目的の理解度

及び合致度 

事業目的を理解し、的確な提案となっている

か。 
10 10 

企画 提案内容の精

度 

県南圏域の「地域資源」や「推し」を活用した

特徴的な内容となっており、対象の関心を引き

付けるものとなっているか。 

10 

40 

女性が参加したくなるようなイベント内容と

なっているか。 
10 

本業務は積極的な婚活には抵抗がある層をタ

ーゲットにしているが、一般的な婚活イベント

との差別化が図られているか。 

10 

当日のタイムスケジュールは、準備及び後片付

けを含めて適切な運営が確保できるものとな

っているか。 

５ 

特に評価すべき点や、特に優れた内容が盛り込

まれているか。 
５ 

事業効果 企画内容の実

効性等 

参加者同士が交流しやすく、連絡先等交換が積

極的に行われるような工夫がなされているか。 
20 20 

業務遂行能力 組織体制、業

務実績等 

提案内容を確実に実行できる組織体制と認め

られるか。 
10 

20 
事業スケジュールが妥当であるか。 ５ 

本業務に類する業務の十分な実績があるか。 ５ 

見積書 見積額及び積

算の妥当性 

見積限度額以内であり、業務の提案内容と整合

性がとれているか。 
10 10 

計 100 
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３ 審査方法及び県への報告方法 

 (1) 審査は、参加者から提出された企画提案書等及び参加者による委員会の場でのプレゼ

ンテーションに基づいて行う。 

 (2) 参加者が４者を越える場合には、委員会において企画提案書による審査（以下「一次

審査」という。）を実施し、上位と評価された４者により、委員会において、企画提案書

及びプレゼンテーションに基づく審査を行うものとする。なお、参加者が４者以下であ

った場合には、一次審査は実施しないものとする。 

 (3) 参加者が１者のみの場合にも、委員会において企画提案書及び参加者によるプレゼン

テーションに基づく審査を実施し、本業務を実施するにふさわしいか否かを評価し、そ

の旨を県南広域振興局長に報告する。 

   委員ごとに100点を満点として評価・評点を行い、評点の最低基準は60点とし、基準点

を下回った委員があった場合は、委員による協議によって委託候補者としての適格性を

審査する。 

 (4) 委員会の委員は、企画提案書及びプレゼンテーションに基づき、個別の審査基準ごと

に評価を行い、審査基準等に評点を記入するものとする。 

 (5) (4)の評点の合計点に基づき、委員ごとに上位３位まで順位点(１位＝５点、２位＝３

点、３位＝１点)を付し、それを委員会で合計した総得点により順位をつけて県南広域振

興局長に報告する。 

 (6) 選考委員会は、提案内容の詳細の再確認を要すると認められるなど決定に至らなかっ

た場合、後日、再度審査を行い、順位等を決定する。 

 (7) 選考委員会は、順位にかかわらず、いずれの企画提案も本業務を実施するにふさわし

くないと認められる場合には、その旨の評価を付して県南広域振興局長に報告する。 

 (8) 選考委員会は、順位等を決定するに当たり、本業務の執行に関しての意見を付すこと

ができる。 

 

４ 審査結果の通知 

  審査結果については、各参加者に郵送により書面で通知する。 


